
芦屋市西蔵町５番３

戸建住宅地

中小規模一般住宅、
共同住宅が混在する
住宅地域

3

②標準的使用ｍ東 ｍ、西 ｍ、南 ｍ、北10 50 20 15 低層住宅地

-

対象基準地と同じ

芦屋市の人口は微減傾向にある。高級住宅地としての全国的な知
名度は高い。中心部と辺境部で不動産価格の二極化傾向が強まっ
ている。

小規模建売住宅が需要の中心となる地域で、総額を重視して取引
される傾向が強い。分割可能な土地は細分化される傾向がある。

個別的要因に変動は無い。

比準価格は、同一需給圏内の住宅地事例から算出されており、市場性を反映した実証的な価格である。周辺には賃貸マンシ
ョン等の収益物件も見られるが、対象基準地は画地規模等の面から、経済合理的な賃貸経営が困難であるため、本件では収
益還元法を非適用とした。以上より、実証的な価格である比準価格を標準に、周辺標準地及び指定基準地との価格検討を踏
まえ、鑑定評価額を決定した。

［

［

住宅
Ｗ２

中小規模の戸建住宅を中心にマンションも見られる住宅地域である。市内中心部の優良住宅地に比べ、ブランド力はやや落
ちるが、総額的観点から見た建売住宅等の需要は底堅い。

③標準的画地の形状等

⑤周辺の土地の利用の
状況

④敷地の利用の現況

[地域要因]

[個別的要因]

[一般的要因]

価
格
形
成
要
因
の

変
動
状
況

ら
の
検
討

②変動率

前年標準価格 265,000円／㎡

公示価格 円／㎡

標準地番号 -

新規

代表標準地 標準地

公
示
価
格
を

規
準
と
し
た

価
格

265,000

⑥対象基準地
  の規準価格

(円／㎡)

①

標準地番号

芦屋 2

代表標準地 標準地 地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

+1.0

+2.0

+7.0

0.0

0.0

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

⑦
内
訳

阪神打出駅
南西 520m

阪神打出
520m

(8)

南東5m市道

１中専
(60,200)

（その他）　　　　

特筆すべき事項はない 基準方位　北、５
ｍ市道

　要因の

　比較

　因の比

　較

水道　
ガス　
下水

③

間口　約

法令

規制

年地価調査）

(3)最有効使用の判定

(2)

⑦供給

(3)鑑定評価の条件 更地としての鑑定評価

２　鑑定評価額の決定の理由の要旨

(1)

基
準
地

①所在及び地番並びに

　「住居表示」等

③形状

「西蔵町３－１２」

②地積

（㎡）

110

( )

⑨法令上の規制等

1:1.5

⑥接面道路の状況

処理施

設状況

⑧主要な交通施設との

　接近の状況

近
隣
地
域

①範囲

④地域的特性

⑤地域要因の
　将来予測

9.0 ｍ、　奥行　約 12.0  ｍ、　規模 110 ㎡程度、　形状

特記

事項

街

路

交通

施設

(5)鑑定評価の手法
   の適用

取引事例比較法

収益還元法

原価法

比準価格

収益価格

積算価格

265,000 円／㎡

／   円／㎡

／   円／㎡

(4)対象基準地の

個別的要因

(7)試算価格の調整
   ・検証及び鑑定
   評価額の決定の
   理由

公示価格

284,000 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

年間 半年間0.0％ ％

110.2 ］

100.9［ ］ 102.0［ ］

100［ ］100

100

100

100

　修 正

別記様式第６ 鑑定評価書（令和 元 令和 元年 7月 8日　提出

宅地-1

+2.0方位

　補正

長方形

指
定
基
準
地

か
ら
の
検
討

264,000

⑥対象基準地
  の比準価格

(円／㎡)

① 指定基準地番号

芦屋（県） -

地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

+1.0

+5.0

+40.0

0.0

0.0

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

⑦
内
訳

(9)

　要因の

　比較

　因の比

　較

前年指定基準地の価格

372,000 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

148.5 ］

103.5［ ］ 102.0［ ］

100［ ］100

100

100

100

　修 正 　補正

対
象
基
準
地
の
前

年
標
準
価
格
等
か

(10)

倍

[平成 31年 1月]

令和 元年 6月 17日 正常価格

令和 元年 7月 1日令和 元年 7月 1日

29,200,000鑑定評価額

(1)価格時点

(2)実地調査日

円 265,000 円／㎡１㎡当たりの価格

(4)鑑定評価日

(5)価格の種類
路線価又は倍率

210,000 円／㎡

１　基本的事項

(6)
路
線
価

倍率種別

(6)市場の特性 同一需給圏は、芦屋市内の阪神本線、ＪＲ東海道本線沿線の中小規模住宅地域である。需要者は、芦屋市内を中心に、阪神
間に居住する一次及び二次取得者層である。近年では、総額的観点から細分化傾向が強い。国道４３号以南の地域では、建
売住宅が主流で、約３０坪程度の住宅用地で、土地建物総額５，０００万円台程度が需要の中心となっている。最寄駅への
接近性が良好な地域の需要は堅調である。

継続
①-1対象基準地の検討

①-2基準地が共通地点（代表標準地等と同一地
点）である場合の検討

芦屋（県） 1－

開発法 開発法による価格 ／   円／㎡

芦屋（県） －

基準地番号 提出先

1 兵庫県

所属分科会名

兵庫県第２分科会

業者名

印不動産鑑定士氏名

御影不動産鑑定

米虫 淳子



芦屋市三条南町８７番２

低層住宅地

一般住宅の中に共同
住宅等が見られる住
宅地域

5

②標準的使用ｍ東 ｍ、西 ｍ、南 ｍ、北20 30 30 15 低層住宅地

-

１中専(60,200)
地区計画等

芦屋市の人口は微減傾向だが、居住環境・利便性とも良好で、需
要は底堅い。地価は強含みであるが、臨海部等では下落している。

最寄駅から近く、利便性・居住環境の良好な住宅地域であり、地
域要因に特段の変動はない。

個別的要因に特段の変動はない。

周辺には賃貸マンション等も見られるが、自用目的の取引が中心である。また対象基準地は画地規模が小さいこと等から経
済合理的な賃貸住宅の建築は困難であるため、収益還元法の適用は断念した。よって、公示価格を規準とした価格及び指定
基準地からの検討を踏まえたうえで、信頼性・規範性の認められる取引事例より求めた比準価格を採用し、鑑定評価額を上
記のとおり決定した。

［

［

住宅
Ｗ２

一般住宅、共同住宅等の建ち並ぶ住宅地域であり、当面の間、現状のまま推移するものと思われる。居住環境・利便性とも
良好であり、地価は上昇傾向にて推移するものと予測する。

③標準的画地の形状等

⑤周辺の土地の利用の
状況

④敷地の利用の現況

[地域要因]

[個別的要因]

[一般的要因]

価
格
形
成
要
因
の

変
動
状
況

ら
の
検
討

②変動率

前年標準価格 340,000円／㎡

公示価格 円／㎡

標準地番号 -

新規

代表標準地 標準地

公
示
価
格
を

規
準
と
し
た

価
格

351,000

⑥対象基準地
  の規準価格

(円／㎡)

①

標準地番号

芦屋 5

代表標準地 標準地 地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

-2.0

0.0

+18.0

0.0

0.0

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

⑦
内
訳

ＪＲ甲南山手駅
北東 340m

ＪＲ甲南山手
340m

(8)

南8m市道

１中専
(60,200)

（その他）　　　　
地区計画等

特にない 基準方位　北、
８ｍ市道

　要因の

　比較

　因の比

　較

水道　
ガス　
下水

③

間口　約

法令

規制

年地価調査）

(3)最有効使用の判定

(2)

⑦供給

(3)鑑定評価の条件 更地としての鑑定評価

２　鑑定評価額の決定の理由の要旨

(1)

基
準
地

①所在及び地番並びに

　「住居表示」等

③形状

「三条南町４－２」

②地積

（㎡）

122

( )

⑨法令上の規制等

1:1.5

⑥接面道路の状況

処理施

設状況

⑧主要な交通施設との

　接近の状況

近
隣
地
域

①範囲

④地域的特性

⑤地域要因の
　将来予測

9.0  ｍ、　奥行　約 13.0  ｍ、　規模 120  ㎡程度、　形状

特記

事項

街

路

交通

施設

(5)鑑定評価の手法
   の適用

取引事例比較法

収益還元法

原価法

比準価格

収益価格

積算価格

350,000 円／㎡

／   円／㎡

／   円／㎡

(4)対象基準地の

個別的要因

(7)試算価格の調整
   ・検証及び鑑定
   評価額の決定の
   理由

公示価格

385,000 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

年間 半年間+2.9 ％ ％

115.6 ］

102.3［ ］ 103.0［ ］

100［ ］100

100

100

100

　修 正

別記様式第６ 鑑定評価書（令和 元 令和 元年 7月 8日　提出

宅地-1

+3.0方位

　補正

ほぼ長方形

指
定
基
準
地

か
ら
の
検
討

348,000

⑥対象基準地
  の比準価格

(円／㎡)

① 指定基準地番号

芦屋（県） -

地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

-2.0

-2.0

+15.0

0.0

0.0

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

⑦
内
訳

(9)

　要因の

　比較

　因の比

　較

前年指定基準地の価格

367,000 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

110.4 ］

101.6［ ］ 103.0［ ］

100［ ］100

100

100

100

　修 正 　補正

対
象
基
準
地
の
前

年
標
準
価
格
等
か

(10)

倍

[平成 31年 1月]

令和 元年 6月 19日 正常価格

令和 元年 7月 5日令和 元年 7月 1日

42,700,000鑑定評価額

(1)価格時点

(2)実地調査日

円 350,000 円／㎡１㎡当たりの価格

(4)鑑定評価日

(5)価格の種類
路線価又は倍率

275,000 円／㎡

１　基本的事項

(6)
路
線
価

倍率種別

(6)市場の特性 同一需給圏は、ＪＲ東海道本線、阪急神戸本線、阪神本線沿線の住宅地域で、概ね芦屋市中・西部の圏域である。需要者は
市内居住者が多数を占めるほか、阪神間の近隣市域からの流入も見られ、所得水準の高い層が中心となる。居住環境・利便
性に優れた既成住宅地域であり、底堅い需要が認められ、地価は上昇傾向。土地は対象基準地と同程度の規模で４０００万
円～４５００万円程度、新築建売住宅では６０００万円前後の物件が需要の中心となっている。

継続
①-1対象基準地の検討

①-2基準地が共通地点（代表標準地等と同一地
点）である場合の検討

芦屋（県） 2－

開発法 開発法による価格 ／   円／㎡

芦屋（県） －

基準地番号 提出先

2 兵庫県

所属分科会名

兵庫第２分科会

業者名

印不動産鑑定士氏名

株式会社アクセス鑑定　神戸支所

山本　考一



芦屋市川西町６５番９

低層住宅地

中規模一般住宅が多
い整然とした住宅地
域

②標準的使用ｍ東 ｍ、西 ｍ、南 ｍ、北30 60 40 25 低層住宅地

-

１中専(60,200)

全国的に優良住宅地として著名で、需要は堅調に推移してい
る。北部調整区域や臨海部等を除き、地価は上昇傾向にある。

芦屋市南部の駅に近い住宅地域で、中規模画地が多く、古く
からの良好な住環境を維持しており、地価は上昇傾向を持続
している。

個別的要因の変動はない。

近隣地域は、中規模の戸建住宅が多く見られる住宅地域である。周辺では一部、賃貸マンション等の収益物件も見られ
るが、自用目的の取引が中心となっている。そのため、取引価格水準を指標に価格が決定されることが一般的であり、
収益性よりも居住の快適性が重視される傾向にある。したがって本件においては、市場性を反映した実証的な価格であ
る比準価格を重視し、収益性を重視した収益価格を参考にして、鑑定評価額を上記のとおり決定した。

［

［

住宅
Ｗ２

住環境の良い閑静な住宅地域であり、今後とも現況の住環境を維持するものと予測する。駅に近く、利便性にも優れ、
堅調な需要に支えられ、地価は上昇傾向で推移するものと予測する。

③標準的画地の形状等

⑤周辺の土地の利用の
状況

④敷地の利用の現況

[地域要因]

[個別的要因]

[一般的要因]

価
格
形
成
要
因
の

変
動
状
況

ら
の
検
討

②変動率

前年標準価格 372,000円／㎡

公示価格 378,000円／㎡

標準地番号 芦屋 7-

新規

代表標準地 標準地

公
示
価
格
を

規
準
と
し
た

価
格

385,000

⑥対象基準地
  の規準価格

(円／㎡)

①

標準地番号

芦屋 7

代表標準地 標準地 地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

⑦
内
訳

阪神芦屋駅
北西 250m

阪神芦屋
250m

(8)

北6m市道

１中専
(60,200)

（その他）　　　　

特にない 基準方位　北、　
６ｍ市道

　要因の

　比較

　因の比

　較

水道　
ガス　
下水

③

間口　約

法令

規制

年地価調査）

(3)最有効使用の判定

(2)

⑦供給

(3)鑑定評価の条件 更地としての鑑定評価

２　鑑定評価額の決定の理由の要旨

(1)

基
準
地

①所在及び地番並びに

　「住居表示」等

③形状

「川西町１０－１８」

②地積

（㎡）

211

( )

⑨法令上の規制等

1:1.5

⑥接面道路の状況

処理施

設状況

⑧主要な交通施設との

　接近の状況

近
隣
地
域

①範囲

④地域的特性

⑤地域要因の
　将来予測

12.0 ｍ、　奥行　約 18.0  ｍ、　規模 210 ㎡程度、　形状

特記

事項

街

路

交通

施設

(5)鑑定評価の手法
   の適用

取引事例比較法

収益還元法

原価法

比準価格

収益価格

積算価格

385,000 円／㎡

207,000 円／㎡

／   円／㎡

(4)対象基準地の

個別的要因

(7)試算価格の調整
   ・検証及び鑑定
   評価額の決定の
   理由

公示価格

378,000 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

年間 半年間+3.5 +1.9％ ％

100 ］

101.9［ ］ 100［ ］

100［ ］100

100

100

100

　修 正

別記様式第６ 鑑定評価書（令和 元 令和 元年 7月 8日　提出

宅地-1

0.0方位

　補正

ほぼ長方形

指
定
基
準
地

か
ら
の
検
討

⑥対象基準地
  の比準価格

(円／㎡)

① 指定基準地番号

-

地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

⑦
内
訳

(9)

　要因の

　比較

　因の比

　較

前年指定基準地の価格

円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

］

［ ］ ［ ］

［ ］100

100

100

100

　修 正 　補正

対
象
基
準
地
の
前

年
標
準
価
格
等
か

(10)

倍

[平成 31年 1月]

令和 元年 6月 20日 正常価格

令和 元年 7月 3日令和 元年 7月 1日

81,200,000鑑定評価額

(1)価格時点

(2)実地調査日

円 385,000 円／㎡１㎡当たりの価格

(4)鑑定評価日

(5)価格の種類
路線価又は倍率

300,000 円／㎡

１　基本的事項

(6)
路
線
価

倍率種別

(6)市場の特性 同一需給圏は阪神本線、ＪＲ東海道本線、阪急神戸線の各沿線で概ね芦屋市、西宮市、神戸市東灘区の圏域である。主
な需要者は、芦屋市内の居住者が中心であるが、市外からの流入も見受けられる。対象地周辺は、駅接近性・生活利便
性等に優る住宅地域であることから、需要は堅調に推移しており、地価も上昇傾向が継続している。取引の中心となる
価格帯は、規模によっても異なるが、土地で８，０００万円前後の取引が中心となっている。

継続
①-1対象基準地の検討

①-2基準地が共通地点（代表標準地等と同一
地点）である場合の検討

芦屋（県） 3－

開発法 開発法による価格 ／   円／㎡

芦屋（県） －

基準地番号 提出先

3 兵庫県

所属分科会名

兵庫第２分科会

業者名

印不動産鑑定士氏名

かりゆし不動産鑑定

竹之内　浩



芦屋市大原町７５番２

標準的使用と同じ

中規模一般住宅が建
ち並ぶ住宅地域

5

②標準的使用ｍ東 ｍ、西 ｍ、南 ｍ、北20 25 20 15 低層住宅地

-

１中専(60,200)

全般的な住宅需要の減退傾向は見られるが、芦屋市のブランド力
から市の利便性の高いエリアは富裕層等の根強い需要がある。

フラットな地勢で利便性が高く閑静な住環境であるため、高齢富
裕層等の根強い需要があり、地価は上昇傾向にある。

個別的要因に変動はない。

対象基準地にはその地域性から判定した規模の床面積を確保した賃貸共同住宅の想定ができない。このため比準価格のみの
試算となった。但し、近隣地域の土地価格は近隣地域及びその周辺住宅地域における自用の戸建住宅地の取引により形成さ
れており、比準価格は当該土地価格形成と整合性がある。したがって指定基準地等との比較検討も踏まえ、比準価格に基づ
いて鑑定評価額を上記のとおり決定した。

［

［

住宅
Ｗ２

最寄り駅に近いフラットな地勢を持つ閑静な住宅地域で、最寄り駅南側の再開発によりさらなる利便性の向上が見込まれる。
このため高齢富裕層等による根強い需要に支えられて、地価は上昇傾向で推移と判断する。

③標準的画地の形状等

⑤周辺の土地の利用の
状況

④敷地の利用の現況

[地域要因]

[個別的要因]

[一般的要因]

価
格
形
成
要
因
の

変
動
状
況

ら
の
検
討

②変動率

前年標準価格 510,000円／㎡

公示価格 円／㎡

標準地番号 -

新規

代表標準地 標準地

公
示
価
格
を

規
準
と
し
た

価
格

550,000

⑥対象基準地
  の規準価格

(円／㎡)

①

標準地番号

芦屋 11

代表標準地 標準地 地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

0.0

+1.0

+2.0

0.0

0.0

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

⑦
内
訳

ＪＲ芦屋駅
北 650m

ＪＲ芦屋
650m

(8)

北6m市道

１中専
(60,200)

（その他）　　　　

特にない 基準方位　北６ｍ
市道

　要因の

　比較

　因の比

　較

水道　
ガス　
下水

③

間口　約

法令

規制

年地価調査）

(3)最有効使用の判定

(2)

⑦供給

(3)鑑定評価の条件 更地としての鑑定評価

２　鑑定評価額の決定の理由の要旨

(1)

基
準
地

①所在及び地番並びに

　「住居表示」等

③形状

「大原町１７－７」

②地積

（㎡）

177

( )

⑨法令上の規制等

1:1.5

⑥接面道路の状況

処理施

設状況

⑧主要な交通施設との

　接近の状況

近
隣
地
域

①範囲

④地域的特性

⑤地域要因の
　将来予測

11.0  ｍ、　奥行　約 16.0  ｍ、　規模 180  ㎡程度、　形状

特記

事項

街

路

交通

施設

(5)鑑定評価の手法
   の適用

取引事例比較法

収益還元法

原価法

比準価格

収益価格

積算価格

550,000 円／㎡

／   円／㎡

／   円／㎡

(4)対象基準地の

個別的要因

(7)試算価格の調整
   ・検証及び鑑定
   評価額の決定の
   理由

公示価格

550,000 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

年間 半年間+7.8％ ％

103.0 ］

103.0［ ］ 100［ ］

100［ ］100

100

100

100

　修 正

別記様式第６ 鑑定評価書（令和 元 令和 元年 7月 8日　提出

宅地-1

ない

　補正

長方形

指
定
基
準
地

か
ら
の
検
討

554,000

⑥対象基準地
  の比準価格

(円／㎡)

① 指定基準地番号

芦屋（県） -

地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

0.0

-1.0

-32.0

0.0

0.0

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

⑦
内
訳

(9)

　要因の

　比較

　因の比

　較

前年指定基準地の価格

367,000 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

67.3 ］

101.6［ ］ 100［ ］

100［ ］100

100

100

100

　修 正 　補正

対
象
基
準
地
の
前

年
標
準
価
格
等
か

(10)

倍

[平成 31年 1月]

令和 元年 6月 25日 正常価格

令和 元年 7月 4日令和 元年 7月 1日

97,400,000鑑定評価額

(1)価格時点

(2)実地調査日

円 550,000 円／㎡１㎡当たりの価格

(4)鑑定評価日

(5)価格の種類
路線価又は倍率

410,000 円／㎡

１　基本的事項

(6)
路
線
価

倍率種別

(6)市場の特性 同一需給圏は芦屋市中心部から山手北部にかけての閑静な住宅地域が中心である。需要者は主に阪神間の富裕層であり、著
名な住宅地域であるため圏外からの流入も見られる。芦屋ブランドを顕著に示す人気の高い地域で、最寄り駅に比較的近く、
生活利便性も高いため需要が強い反面、売り物件は少ない状況下にある。地価動向は富裕層による限られたエリア志向の需
要に基づいて強含みの傾向にある。土地は規模にもよるが、１億円程度の物件が需要の中心である。

継続
①-1対象基準地の検討

①-2基準地が共通地点（代表標準地等と同一地
点）である場合の検討

芦屋（県） 4－

開発法 開発法による価格 ／   円／㎡

芦屋（県） －

基準地番号 提出先

4 兵庫県

所属分科会名

兵庫第２分科会

業者名

印不動産鑑定士氏名

あすか総合事務所

廣嶋　琢也



芦屋市西山町１０７番１

戸建住宅地

中規模一般住宅にマ
ンションが見られる
住宅地域

②標準的使用ｍ東 ｍ、西 ｍ、南 ｍ、北20 25 50 25 戸建住宅地

-

１中専(60,200)

市内人口は横ばいから微減傾向にある。地価は堅調な実需の反面、
一部陰りも見られ、利便性の差異による二極化も見受けられる。

地域要因に特段の変動は見られないものの、良好な住環境を保持
する住宅選好性の高い地域であり、需要は堅調に推移している。

個別的要因の変動は特にない。

近隣地域は、収益物件も見受けられるが、主として中規模一般住宅を中心とする住宅地域である。取引市場は、土地価格に
見合う賃料水準が形成されておらず、取引指標は収益性よりも居住快適性等が重視される。本件では、経済合理的な賃貸住
宅の経営が困難と判断したため、収益還元法の適用を断念した。以上より、現実の不動産取引市場を反映した実証的な価格
である比準価格を標準に、地価公示標準地価格との均衡に留意して、鑑定評価額を上記の通り決定した。

［

［

住宅
Ｗ２

利便性の良好な閑静な住宅地域に存し、特段の変動要因は見当たらず、今後も現状維持程度で推移するものと予測する。地
価は、住宅選好性も優ることから、当面やや上昇傾向で推移するものと判断する。

③標準的画地の形状等

⑤周辺の土地の利用の
状況

④敷地の利用の現況

[地域要因]

[個別的要因]

[一般的要因]

価
格
形
成
要
因
の

変
動
状
況

ら
の
検
討

②変動率

前年標準価格 367,000円／㎡

公示価格 370,000円／㎡

標準地番号 芦屋 9-

新規

代表標準地 標準地

公
示
価
格
を

規
準
と
し
た

価
格

371,000

⑥対象基準地
  の規準価格

(円／㎡)

①

標準地番号

芦屋 5

代表標準地 標準地 地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

0.0

+2.0

+4.0

0.0

0.0

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

⑦
内
訳

阪急芦屋川駅
北西 500m

阪急芦屋川
500m

(8)

西6m市道

１中専
(60,200)

（その他）　　　　

特にない 基準方位北　６ｍ
市道

　要因の

　比較

　因の比

　較

水道　
ガス　
下水

③

間口　約

法令

規制

年地価調査）

(3)最有効使用の判定

(2)

⑦供給

(3)鑑定評価の条件 更地としての鑑定評価

２　鑑定評価額の決定の理由の要旨

(1)

基
準
地

①所在及び地番並びに

　「住居表示」等

③形状

「西山町１９－６」

②地積

（㎡）

201

( )

⑨法令上の規制等

台形
1.5:1

⑥接面道路の状況

処理施

設状況

⑧主要な交通施設との

　接近の状況

近
隣
地
域

①範囲

④地域的特性

⑤地域要因の
　将来予測

16.0  ｍ、　奥行　約 12.5  ｍ、　規模 200  ㎡程度、　形状

特記

事項

街

路

交通

施設

(5)鑑定評価の手法
   の適用

取引事例比較法

収益還元法

原価法

比準価格

収益価格

積算価格

373,000 円／㎡

／   円／㎡

／   円／㎡

(4)対象基準地の

個別的要因

(7)試算価格の調整
   ・検証及び鑑定
   評価額の決定の
   理由

公示価格

385,000 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

年間 半年間+1.6 +0.8％ ％

106.1 ］

102.3［ ］ 100［ ］

100［ ］100

100

100

100

　修 正

別記様式第６ 鑑定評価書（令和 元 令和 元年 7月 8日　提出

宅地-1

0.0

0.0

形状

方位

　補正

ほぼ長方形

指
定
基
準
地

か
ら
の
検
討

⑥対象基準地
  の比準価格

(円／㎡)

① 指定基準地番号

-

地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

⑦
内
訳

(9)

　要因の

　比較

　因の比

　較

前年指定基準地の価格

円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

］

［ ］ ［ ］

［ ］100

100

100

100

　修 正 　補正

対
象
基
準
地
の
前

年
標
準
価
格
等
か

(10)

倍

[平成 31年 1月]

令和 元年 6月 17日 正常価格

令和 元年 7月 1日令和 元年 7月 1日

75,000,000鑑定評価額

(1)価格時点

(2)実地調査日

円 373,000 円／㎡１㎡当たりの価格

(4)鑑定評価日

(5)価格の種類
路線価又は倍率

295,000 円／㎡

１　基本的事項

(6)
路
線
価

倍率種別

(6)市場の特性 同一需給圏は、阪急神戸本線沿線に位置する芦屋市、西宮市、神戸市東部の閑静な山手の住宅地域である。良好な住環境を
保持する旧来からの住宅地域と認知されており、需要者は富裕層を中心として、圏内のほか、圏域外からの転入者も多い。
需要の中心価格帯は、対象基準地のように２００㎡程度の土地で７，５００万円前後である。建物は注文住宅が多く、新築
戸建総額を一概に把握することは困難である。

継続
①-1対象基準地の検討

①-2基準地が共通地点（代表標準地等と同一地
点）である場合の検討

芦屋（県） 5－

開発法 開発法による価格 ／   円／㎡

芦屋（県） －

基準地番号 提出先

5 兵庫県

所属分科会名

第２分科会

業者名

印不動産鑑定士氏名

かもめの不動産鑑定株式会社

谷詰　岳史



芦屋市宮塚町３１番２

戸建住宅地

戸建住宅や共同住宅
が建ち並ぶ利便性の
良い住宅地域

3

②標準的使用ｍ東 ｍ、西 ｍ、南 ｍ、北20 30 20 30 戸建住宅地

-

対象基準地と同じ

芦屋市の住宅地は総じて地価の上昇が続いているが、利便性の劣
る地域や災害の危険性のある地域で横這いや下落する地域も認め
られる。

ＪＲ芦屋駅に近いため利便性が高く、同駅南地区で行われている
市街地再開発事業に対する期待感もあって地価は上昇している。

個別的要因に変動はない。

周辺には賃貸マンションも見られるが、近隣地域は戸建住宅を中心とする住宅地域であり、市場においては自己居住用不動
産の取引が中心となるため比準価格の規範性は高い。また、対象基準地は地積が小さく経済合理的な賃貸住宅の建設ができ
ないため収益還元法は適用できなかった。よって、比準価格を採用し、標準地及び指定基準地の価格との検討を踏まえて、
鑑定評価額を上記のとおり決定した。

［

［

住宅
ＬＳ２

戸建住宅を中心とする住宅地域として概ね成熟しており、今後も現状のまま推移するものと予測する。駅に近く利便性は良
好で、居住環境も概ね良好であるため、当面地価は上昇傾向が続くと予測する。

③標準的画地の形状等

⑤周辺の土地の利用の
状況

④敷地の利用の現況

[地域要因]

[個別的要因]

[一般的要因]

価
格
形
成
要
因
の

変
動
状
況

ら
の
検
討

②変動率

前年標準価格 336,000円／㎡

公示価格 円／㎡

標準地番号 -

新規

代表標準地 標準地

公
示
価
格
を

規
準
と
し
た

価
格

351,000

⑥対象基準地
  の規準価格

(円／㎡)

①

標準地番号

芦屋 19

代表標準地 標準地 地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

-1.0

-2.0

-1.0

0.0

0.0

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

⑦
内
訳

ＪＲ芦屋駅
南 400m

ＪＲ芦屋
400m

(8)

西7m市道

１中専
(60,200)

（その他）　　　　

特にない 基準方位　北、
７ｍ市道

　要因の

　比較

　因の比

　較

水道　
ガス　
下水

③

間口　約

法令

規制

年地価調査）

(3)最有効使用の判定

(2)

⑦供給

(3)鑑定評価の条件 更地としての鑑定評価

２　鑑定評価額の決定の理由の要旨

(1)

基
準
地

①所在及び地番並びに

　「住居表示」等

③形状

「宮塚町６－１７」

②地積

（㎡）

186

( )

⑨法令上の規制等

1:1.5

⑥接面道路の状況

処理施

設状況

⑧主要な交通施設との

　接近の状況

近
隣
地
域

①範囲

④地域的特性

⑤地域要因の
　将来予測

10.0  ｍ、　奥行　約 18.0  ｍ、　規模 180  ㎡程度、　形状

特記

事項

街

路

交通

施設

(5)鑑定評価の手法
   の適用

取引事例比較法

収益還元法

原価法

比準価格

収益価格

積算価格

350,000 円／㎡

／   円／㎡

／   円／㎡

(4)対象基準地の

個別的要因

(7)試算価格の調整
   ・検証及び鑑定
   評価額の決定の
   理由

公示価格

334,000 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

年間 半年間+4.2％ ％

96.0 ］

101.0［ ］ 100［ ］

100［ ］100

100

100

100

　修 正

別記様式第６ 鑑定評価書（令和 元 令和 元年 7月 8日　提出

宅地-1

0.0方位

　補正

長方形

指
定
基
準
地

か
ら
の
検
討

350,000

⑥対象基準地
  の比準価格

(円／㎡)

① 指定基準地番号

芦屋（県） -

地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

-1.0

+1.0

+10.0

0.0

0.0

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

⑦
内
訳

(9)

　要因の

　比較

　因の比

　較

前年指定基準地の価格

372,000 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

110.0 ］

103.5［ ］ 100［ ］

100［ ］100

100

100

100

　修 正 　補正

対
象
基
準
地
の
前

年
標
準
価
格
等
か

(10)

倍

[平成 31年 1月]

令和 元年 6月 18日 正常価格

令和 元年 7月 3日令和 元年 7月 1日

65,100,000鑑定評価額

(1)価格時点

(2)実地調査日

円 350,000 円／㎡１㎡当たりの価格

(4)鑑定評価日

(5)価格の種類
路線価又は倍率

270,000 円／㎡

１　基本的事項

(6)
路
線
価

倍率種別

(6)市場の特性 同一需給圏は芦屋市及びその周辺の住宅地域であるが、ＪＲ線から国道４３号にかけて広がる芦屋市市街地中部の住宅地域
が中心となる。需要者は芦屋市内居住者のほか他所からの転入も見られ、資金的に余裕のある二次取得者が多い。ＪＲ芦屋
駅に徒歩圏で利便性が高く、居住環境も概ね良好であるため住宅地の需要は多く、地価は上昇傾向が認められる。土地は１
８０㎡程度の中規模住宅地で６，０００万円台半ばが取引の中心となっており、建物は注文建築が多い。

継続
①-1対象基準地の検討

①-2基準地が共通地点（代表標準地等と同一地
点）である場合の検討

芦屋（県） 6－

開発法 開発法による価格 ／   円／㎡

芦屋（県） －

基準地番号 提出先

6 兵庫県

所属分科会名

兵庫第２分科会

業者名

印不動産鑑定士氏名

小杉不動産鑑定士事務所

小杉正樹



芦屋市呉川町５０番４

戸建住宅地

中小規模一般住宅が
建ち並ぶ住宅地域

3

②標準的使用ｍ東 ｍ、西 ｍ、南 ｍ、北60 20 30 20 戸建住宅地

-

対象基準地と同じ

芦屋市の人口は微減傾向にある。高級住宅地としての全国的な知
名度は高い。中心部と辺境部で不動産価格の二極化傾向が強まっ
ている。

地域要因に大きな変動は認められない。整然とした街並みや良好
な住環境から底堅い需要がある。

個別的要因に変動は無い。

戸建住宅を中心とする住宅地域で、自用目的の取引が殆どである。比準価格は、住環境が類似した多数の取引事例の中から
試算されており、市場性を反映した実証的な価格である。一方、収益価格については、対象基準地の画地規模が小さく、ス
ケールメリットを生かした賃貸住宅の建設が困難であるため適用しなかった。以上より、本件では比準価格を標準に、周辺
標準地及び指定基準地との価格検討を踏まえ、鑑定評価額を決定した。

［

［

住宅
Ｗ２

中小規模の戸建住宅を中心とする住宅地域である。国道４３号より南部に位置し、市内中心部の優良住宅地に比べて需要は
やや弱いが、整然とした街並み及び良好な住環境から、需給関係は安定的である。

③標準的画地の形状等

⑤周辺の土地の利用の
状況

④敷地の利用の現況

[地域要因]

[個別的要因]

[一般的要因]

価
格
形
成
要
因
の

変
動
状
況

ら
の
検
討

②変動率

前年標準価格 285,000円／㎡

公示価格 円／㎡

標準地番号 -

新規

代表標準地 標準地

公
示
価
格
を

規
準
と
し
た

価
格

284,000

⑥対象基準地
  の規準価格

(円／㎡)

①

標準地番号

芦屋 6

代表標準地 標準地 地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

+3.0

+5.0

+1.0

+2.0

0.0

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

+2.0

0.0

0.0

⑦
内
訳

阪神芦屋駅
南東 1.2km

阪神芦屋
1.2km

(8)

南東4m市道

１中専
(60,200)

（その他）　　　　
(60,160)

特筆すべき事項はない 基準方位　北、４
ｍ市道

　要因の

　比較

　因の比

　較

水道　
ガス　
下水

③

間口　約

法令

規制

年地価調査）

(3)最有効使用の判定

(2)

⑦供給

(3)鑑定評価の条件 更地としての鑑定評価

２　鑑定評価額の決定の理由の要旨

(1)

基
準
地

①所在及び地番並びに

　「住居表示」等

③形状

「呉川町１１－１８」

②地積

（㎡）

132

( )

⑨法令上の規制等

1:2

⑥接面道路の状況

処理施

設状況

⑧主要な交通施設との

　接近の状況

近
隣
地
域

①範囲

④地域的特性

⑤地域要因の
　将来予測

8.0 ｍ、　奥行　約 16.0  ｍ、　規模 130 ㎡程度、　形状

特記

事項

街

路

交通

施設

(5)鑑定評価の手法
   の適用

取引事例比較法

収益還元法

原価法

比準価格

収益価格

積算価格

285,000 円／㎡

／   円／㎡

／   円／㎡

(4)対象基準地の

個別的要因

(7)試算価格の調整
   ・検証及び鑑定
   評価額の決定の
   理由

公示価格

310,000 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

年間 半年間0.0％ ％

111.4 ］

101.9［ ］ 102.0［ ］

102.0［ ］100

100

100

100

　修 正

別記様式第６ 鑑定評価書（令和 元 令和 元年 7月 8日　提出

宅地-1

+2.0方位

　補正

長方形

指
定
基
準
地

か
ら
の
検
討

286,000

⑥対象基準地
  の比準価格

(円／㎡)

① 指定基準地番号

芦屋（県） -

地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

+3.0

+9.0

+20.0

+2.0

0.0

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

⑦
内
訳

(9)

　要因の

　比較

　因の比

　較

前年指定基準地の価格

372,000 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

137.4 ］

103.5［ ］ 102.0［ ］

100［ ］100

100

100

100

　修 正 　補正

対
象
基
準
地
の
前

年
標
準
価
格
等
か

(10)

倍

[平成 31年 1月]

令和 元年 6月 17日 正常価格

令和 元年 7月 1日令和 元年 7月 1日

37,600,000鑑定評価額

(1)価格時点

(2)実地調査日

円 285,000 円／㎡１㎡当たりの価格

(4)鑑定評価日

(5)価格の種類
路線価又は倍率

230,000 円／㎡

１　基本的事項

(6)
路
線
価

倍率種別

(6)市場の特性 同一需給圏は、芦屋市内の阪神本線、ＪＲ東海道本線沿線の中小規模住宅地域である。需要者は市内及び周辺市の居住者が
大半を占める。国道４３号以南の地域では、建売住宅が需要の中心となっているが、注文住宅も一部に見られる。市内中心
部と比べた割安感及び良好な住環境から、需要は底堅く、地価は堅調に推移している。４０坪程度の住宅用地で３，０００
万円台後半、土地建物総額で５，０００万円台後半から６，０００万円程度である。

継続
①-1対象基準地の検討

①-2基準地が共通地点（代表標準地等と同一地
点）である場合の検討

芦屋（県） 7－

開発法 開発法による価格 ／   円／㎡

芦屋（県） －

基準地番号 提出先

7 兵庫県

所属分科会名

兵庫県第２分科会

業者名

印不動産鑑定士氏名

御影不動産鑑定

米虫 淳子



芦屋市六麓荘町１３０番２

戸建住宅地

大規模一般住宅が多
い山手の閑静な住宅
地域

5

②標準的使用ｍ東 ｍ、西 ｍ、南 ｍ、北65 15 35 45 戸建住宅地

-

１低専(30,80)
風致地区
地区計画等

芦屋市においては、人口は減少傾向にあり、雇用者所得の増加を
背景に、個人消費の緩やかな持ち直しが持続すると見込まれる。

全国的な知名度が高い高級住宅地で、広域的需要も認められるこ
とから、地価は底堅く推移している。

個別的要因に変動はない。

周辺には賃貸マンション等の収益物件は皆無であり、公法上の規制により共同住宅の建築が不可である上、主に富裕層によ
る自己使用目的の取引が中心となっており、より快適性が重視される邸宅街で経済合理的に戸建住宅の賃貸事業が成り立つ
地域ではないため収益価格は試算しなかった。従って、標準地及び指定基準地との検討を踏まえ、比準価格をもって鑑定評
価額を上記の通り決定した。

［

［

住宅
ＲＣ２

当該地域は大規模戸建住宅を主とする山手の閑静な住宅地域で、今後とも現状を維持するものと予測する。全国的な知名度
が高い地域であるため需要は堅調で、地価は底堅く推移していくものと予測する。

③標準的画地の形状等

⑤周辺の土地の利用の
状況

④敷地の利用の現況

[地域要因]

[個別的要因]

[一般的要因]

価
格
形
成
要
因
の

変
動
状
況

ら
の
検
討

②変動率

前年標準価格 206,000円／㎡

公示価格 円／㎡

標準地番号 -

新規

代表標準地 標準地

公
示
価
格
を

規
準
と
し
た

価
格

206,000

⑥対象基準地
  の規準価格

(円／㎡)

①

標準地番号

芦屋 10

代表標準地 標準地 地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

-2.0

+1.0

+55.0

0.0

0.0

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

⑦
内
訳

ＪＲ芦屋駅
北東 2.4km

ＪＲ芦屋
2.4km

(8)

南西8m市道

１低専
(40,80)

（その他）　　　　
風致地区
地区計画等

土砂災害警戒区域
(30,80)

土砂災害警戒区域 基準方位北、　　
　８ｍ市道

　要因の

　比較

　因の比

　較

水道　
ガス　
下水

③

間口　約

法令

規制

年地価調査）

(3)最有効使用の判定

(2)

⑦供給

(3)鑑定評価の条件 更地としての鑑定評価

２　鑑定評価額の決定の理由の要旨

(1)

基
準
地

①所在及び地番並びに

　「住居表示」等

③形状

「六麓荘町９－１２」

②地積

（㎡）

830

( )

⑨法令上の規制等

台形
1:2

⑥接面道路の状況

処理施

設状況

⑧主要な交通施設との

　接近の状況

近
隣
地
域

①範囲

④地域的特性

⑤地域要因の
　将来予測

20.0  ｍ、　奥行　約 40.0  ｍ、　規模 800  ㎡程度、　形状

特記

事項

街

路

交通

施設

(5)鑑定評価の手法
   の適用

取引事例比較法

収益還元法

原価法

比準価格

収益価格

積算価格

207,000 円／㎡

／   円／㎡

／   円／㎡

(4)対象基準地の

個別的要因

(7)試算価格の調整
   ・検証及び鑑定
   評価額の決定の
   理由

公示価格

311,000 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

年間 半年間+0.5 ％ ％

153.4 ］

100.8［ ］ 101.0［ ］

100［ ］100

100

100

100

　修 正

別記様式第６ 鑑定評価書（令和 元 令和 元年 7月 8日　提出

宅地-1

+1.0

0.0

方位

形状

　補正

ほぼ長方形

指
定
基
準
地

か
ら
の
検
討

207,000

⑥対象基準地
  の比準価格

(円／㎡)

① 指定基準地番号

芦屋（県） -

地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

-2.0

+7.0

+65.0

+5.0

0.0

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

⑦
内
訳

(9)

　要因の

　比較

　因の比

　較

前年指定基準地の価格

367,000 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

181.7 ］

101.6［ ］ 101.0［ ］

100［ ］100

100

100

100

　修 正 　補正

対
象
基
準
地
の
前

年
標
準
価
格
等
か

(10)

倍

[平成 31年 1月]

令和 元年 6月 17日 正常価格

令和 元年 7月 4日令和 元年 7月 1日

172,000,000鑑定評価額

(1)価格時点

(2)実地調査日

円 207,000 円／㎡１㎡当たりの価格

(4)鑑定評価日

(5)価格の種類
路線価又は倍率

165,000 円／㎡

１　基本的事項

(6)
路
線
価

倍率種別

(6)市場の特性 同一需給圏はＪＲ東海道本線・阪急神戸本線沿線で、概ね芦屋市、西宮市、神戸市東灘区内の山手の住環境の優る住宅地域。
全国的な知名度を有する高級住宅地であり、需要者は大阪方面等を含む広域的範囲の富裕層が中心となる。宅地供給も限定
的であるため、ブランド力のある当該地域内の需要は底堅い。取引件数が少なく、取引される価格帯も規模、立地条件等に
よりまちまちであり、需要の中心となる価格帯は見いだせない状況である。

継続
①-1対象基準地の検討

①-2基準地が共通地点（代表標準地等と同一地
点）である場合の検討

芦屋（県） 8－

開発法 開発法による価格 ／   円／㎡

芦屋（県） －

基準地番号 提出先

8 兵庫県

所属分科会名

兵庫第２分科会

業者名

印不動産鑑定士氏名

澤田不動産鑑定士事務所

澤田良一



芦屋市奥池町１番１６２３

戸建住宅地

大中規模一般住宅が
多い郊外の住宅地域

②標準的使用ｍ東 ｍ、西 ｍ、南 ｍ、北40 40 40 40 戸建住宅地

-

「調区」(20,60)
国立公（２種）

風致地区
地区計画等

芦屋市の人口は微減傾向にあり、高齢化率は県全体よりやや高い。
住環境・交通利便性に優れた住宅都市である。

地域要因に変動は見られないが、需要は限定的で、地価は下落傾
向が続いている。

個別的要因に変動はない。

近隣地域は別荘や邸宅等が建ち並ぶ郊外の住宅地域であり、市場においては自己居住目的での取引が中心となっている。比
準価格は、適切な取引事例を複数採用し試算しており、近時の市場実態を適切に反映している。尚、賃貸物件がほとんどな
く賃貸市場が成立していないため、収益還元法の適用は断念した。従って、標準地等との検討を踏まえ、市場実態を適切に
反映した比準価格を以って鑑定評価額を上記の通り決定した。

［

［

住宅
Ｗ２

別荘や邸宅等が建ち並ぶ芦屋市郊外の住宅地域であり、今後も現状のまま推移するものと予測する。利便性が劣るため需要
は弱く、地価は当面下落傾向で推移するものと予測する。

③標準的画地の形状等

⑤周辺の土地の利用の
状況

④敷地の利用の現況

[地域要因]

[個別的要因]

[一般的要因]

価
格
形
成
要
因
の

変
動
状
況

ら
の
検
討

②変動率

前年標準価格 56,000円／㎡

公示価格 円／㎡

標準地番号 -

新規

代表標準地 標準地

公
示
価
格
を

規
準
と
し
た

価
格

55,600

⑥対象基準地
  の規準価格

(円／㎡)

①

標準地番号

西宮 74

代表標準地 標準地 地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

+2.0

+7.0

-8.0

+21.0

0.0

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

+3.0

0.0

0.0

⑦
内
訳

阪急芦屋川駅
北 6.1km

阪急芦屋川
6.1km

(8)

南東6m市道

「調区」
(30,80)

国立公（２種）

（その他）　　　　
風致地区
地区計画等
(20,60)

特にない。 基準方位　北　６
ｍ市道

　要因の

　比較

　因の比

　較

水道　
ガス　
下水

③

間口　約

法令

規制

年地価調査）

(3)最有効使用の判定

(2)

⑦供給

(3)鑑定評価の条件 更地としての鑑定評価

２　鑑定評価額の決定の理由の要旨

(1)

基
準
地

①所在及び地番並びに

　「住居表示」等

③形状

「奥池町１４－２５」

②地積

（㎡）

500

( )

⑨法令上の規制等

1:1.5

⑥接面道路の状況

処理施

設状況

⑧主要な交通施設との

　接近の状況

近
隣
地
域

①範囲

④地域的特性

⑤地域要因の
　将来予測

18.0  ｍ、　奥行　約 28.0  ｍ、　規模 500  ㎡程度、　形状

特記

事項

街

路

交通

施設

(5)鑑定評価の手法
   の適用

取引事例比較法

収益還元法

原価法

比準価格

収益価格

積算価格

55,500 円／㎡

／   円／㎡

／   円／㎡

(4)対象基準地の

個別的要因

(7)試算価格の調整
   ・検証及び鑑定
   評価額の決定の
   理由

公示価格

68,500 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

年間 半年間-0.9％ ％

121.5 ］

99.6［ ］ 102.0［ ］

103.0［ ］100

100

100

100

　修 正

別記様式第６ 鑑定評価書（令和 元 令和 元年 7月 8日　提出

宅地-1

+2.0方位

　補正

長方形

指
定
基
準
地

か
ら
の
検
討

⑥対象基準地
  の比準価格

(円／㎡)

① 指定基準地番号

-

地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

⑦
内
訳

(9)

　要因の

　比較

　因の比

　較

前年指定基準地の価格

円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

］

［ ］ ［ ］

［ ］100

100

100

100

　修 正 　補正

対
象
基
準
地
の
前

年
標
準
価
格
等
か

(10)

倍

[平成 31年 1月]

令和 元年 6月 20日 正常価格

令和 元年 7月 3日令和 元年 7月 1日

27,800,000鑑定評価額

(1)価格時点

(2)実地調査日

円 55,500 円／㎡１㎡当たりの価格

(4)鑑定評価日

(5)価格の種類
路線価又は倍率

45,000 円／㎡

１　基本的事項

(6)
路
線
価

倍率種別

(6)市場の特性 同一需給圏は六甲山の別荘地域や郊外山間部の住宅地域等で、芦屋市及び周辺市の圏域である。想定される主な需要者は阪
神間に地縁のある富裕層が中心であるが、法人の保養所としての需要も認められる。自然に恵まれ居住環境は良好であるが、
有料道路の利用なしで通うことができず、周辺に学校が無い等特殊な地域であり、需要者は大幅に限定される。市場の中心
価格帯は、個別性が強く多様であるが、土地で３，０００万円程度が取引の中心となっている。

継続
①-1対象基準地の検討

①-2基準地が共通地点（代表標準地等と同一地
点）である場合の検討

芦屋（県） 9－

開発法 開発法による価格 ／   円／㎡

芦屋（県） －

基準地番号 提出先

9 兵庫県

所属分科会名

兵庫第２分科会

業者名

印不動産鑑定士氏名

熊谷不動産鑑定士事務所

熊谷有剛



芦屋市西山町７６番２

低層店舗兼共同住宅地

小売店舗と住宅が混
在する駅前の商業地
域

1

②標準的使用ｍ東 ｍ、西 ｍ、南 ｍ、北30 30 30 30 低層店舗兼共同住宅地

-

近商(90,200)
準防

芦屋市においては、人口は減少傾向にあり、雇用者所得の増加を
背景に、個人消費の緩やかな持ち直しが持続すると見込まれる。

最寄り駅に近く希少性があり、背後の住宅地も根強い需要がある
ことなどから、地価は強含み。

個別的要因に変動はない。

周辺には賃貸用店舗等の収益物件も一部混在しているが、自己使用目的の取引が中心となっており、市場参加者は現実の取
引価格を指標として意志決定を行う傾向が強い。従って、市場の動向を反映した実証的な比準価格を重視し、収益価格を比
較考量して、標準地及び指定基準地との検討を踏まえ、鑑定評価額を上記の通り決定した。

［

［

店舗
Ｗ２

当該地域は店舗、一般住宅等が混在する駅前商店街で、今後とも現状を維持するものと予測する。最寄り駅に近い立地条件
にあること等より需要は堅調で、地価は底堅く推移していくものと予測する。

③標準的画地の形状等

⑤周辺の土地の利用の
状況

④敷地の利用の現況

[地域要因]

[個別的要因]

[一般的要因]

価
格
形
成
要
因
の

変
動
状
況

ら
の
検
討

②変動率

前年標準価格 392,000円／㎡

公示価格 円／㎡

標準地番号 -

新規

代表標準地 標準地

公
示
価
格
を

規
準
と
し
た

価
格

405,000

⑥対象基準地
  の規準価格

(円／㎡)

①

標準地番号

芦屋 2

代表標準地 標準地

5

地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

+6.0

+8.0

+13.0

0.0

0.0

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

⑦
内
訳

阪急芦屋川駅
西 150m

阪急芦屋川
150m

(8)

南東4m市道

近商
(80,200)
準防

（その他）　　　　
(90,200)

特にない ４ｍ市道

　要因の

　比較

　因の比

　較

水道　
ガス　
下水

③

間口　約

法令

規制

年地価調査）

(3)最有効使用の判定

(2)

⑦供給

(3)鑑定評価の条件 更地としての鑑定評価

２　鑑定評価額の決定の理由の要旨

(1)

基
準
地

①所在及び地番並びに

　「住居表示」等

③形状

「西山町９－２」

②地積

（㎡）

205

( )

⑨法令上の規制等

1:2

⑥接面道路の状況

処理施

設状況

⑧主要な交通施設との

　接近の状況

近
隣
地
域

①範囲

④地域的特性

⑤地域要因の
　将来予測

10.0  ｍ、　奥行　約 20.0  ｍ、　規模 200  ㎡程度、　形状

特記

事項

街

路

交通

施設

(5)鑑定評価の手法
   の適用

取引事例比較法

収益還元法

原価法

比準価格

収益価格

積算価格

420,000 円／㎡

285,000 円／㎡

／   円／㎡

(4)対象基準地の

個別的要因

(7)試算価格の調整
   ・検証及び鑑定
   評価額の決定の
   理由

公示価格

515,000 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

年間 半年間+3.3 ％ ％

129.4 ］

101.7［ ］ 100［ ］

100［ ］100

100

100

100

　修 正

別記様式第６ 鑑定評価書（令和 元 令和 元年 7月 8日　提出

宅地-1

ない

　補正

ほぼ長方形

指
定
基
準
地

か
ら
の
検
討

402,000

⑥対象基準地
  の比準価格

(円／㎡)

① 指定基準地番号

西宮（県） -5

地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

+8.0

+4.0

+3.0

0.0

0.0

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

⑦
内
訳

(9)

　要因の

　比較

　因の比

　較

前年指定基準地の価格

449,000 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

115.7 ］

103.6［ ］ 100［ ］

100［ ］100

100

100

100

　修 正 　補正

対
象
基
準
地
の
前

年
標
準
価
格
等
か

(10)

倍

[平成 31年 1月]

令和 元年 6月 17日 正常価格

令和 元年 7月 4日令和 元年 7月 1日

83,000,000鑑定評価額

(1)価格時点

(2)実地調査日

円 405,000 円／㎡１㎡当たりの価格

(4)鑑定評価日

(5)価格の種類
路線価又は倍率

310,000 円／㎡

１　基本的事項

(6)
路
線
価

倍率種別

(6)市場の特性 同一需給圏は概ね芦屋市及び隣接市内の駅前商業地域。需要者の中心は小売・飲食業関連の地元個人事業者等である。駅に
近い立地条件にあり、供給は少なく、さらに背後の住宅地需要も根強いことなどから、需要は強含み。駅前商業地の取引件
数は少なく、取引される価格帯も規模、取引事情等によりまちまちであり、需要の中心となる価格帯は見いだせない状況に
ある。

継続
①-1対象基準地の検討

①-2基準地が共通地点（代表標準地等と同一地
点）である場合の検討

芦屋（県） 1－5

開発法 開発法による価格 ／   円／㎡

芦屋（県） －5

基準地番号 提出先

1 兵庫県

所属分科会名

兵庫第２分科会

業者名

印不動産鑑定士氏名

澤田不動産鑑定士事務所

澤田良一



芦屋市業平町１３番

中層の店舗兼事務所の敷地

中層の店舗・事務所
ビルが建ち並ぶ路線
商業地域

7

②標準的使用ｍ東 ｍ、西 ｍ、南 ｍ、北60 40 0 20 中層店舗兼事務所用地

-

商業(90,400)
準防

地区計画等

長期の国内景気の回復等に伴い、収益性・繁華性により選好性に
差異が生じ、地域によって地価推移が異なる地価の個別化が認め
られる。

市街地再開発事業が進むＪＲ芦屋駅南側エリアに隣接する国道沿
いの路線商業地域で、景気回復等を反映して、不動産需要は堅調
である。

個別的要因に変動はない。

中層の店舗・事務所ビルが建ち並ぶ路線商業地域に存し、広域的に多数の信頼性のある取引事例を収集のうえ選択した。近
隣地域内には賃貸物件も多数見受けられるが、土地価格に見合った賃料水準や投資対象としての利回り等が形成し得ていな
いため、収益価格はやや低位に試算された。よって、実証的な比準価格を中心に、収益価格を関連付け、地価公示標準地及
び指定基準地の価格との検討を踏まえた結果、鑑定評価額を上記のとおり決定した。

［

［

店舗兼事務所
ＳＲＣ６

当該地域は中層の店舗・事務所ビルが建ち並ぶ路線商業地域であり、市街地再開発事業が進むＪＲ芦屋駅南側エリアに隣接
することから地域要因の変動が予測され、地価水準は今後概ね強含みで推移すると予測する。

③標準的画地の形状等

⑤周辺の土地の利用の
状況

④敷地の利用の現況

[地域要因]

[個別的要因]

[一般的要因]

価
格
形
成
要
因
の

変
動
状
況

ら
の
検
討

②変動率

前年標準価格 488,000円／㎡

公示価格 円／㎡

標準地番号 -

新規

代表標準地 標準地

公
示
価
格
を

規
準
と
し
た

価
格

540,000

⑥対象基準地
  の規準価格

(円／㎡)

①

標準地番号

芦屋 1

代表標準地 標準地

5

地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

-4.0

+4.0

+2.0

0.0

0.0

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

⑦
内
訳

ＪＲ芦屋駅
南 300m

ＪＲ芦屋
300m

(8)

南28m国道

商業
(80,400)
準防

（その他）　　　　
地区計画等
(90,400)

特にない ２８ｍ国道

　要因の

　比較

　因の比

　較

水道　
ガス　
下水

③

間口　約

法令

規制

年地価調査）

(3)最有効使用の判定

(2)

⑦供給

(3)鑑定評価の条件 更地としての鑑定評価

２　鑑定評価額の決定の理由の要旨

(1)

基
準
地

①所在及び地番並びに

　「住居表示」等

③形状

「業平町２－１０」

②地積

（㎡）

294

( )

⑨法令上の規制等

台形
1.2:1

⑥接面道路の状況

処理施

設状況

⑧主要な交通施設との

　接近の状況

近
隣
地
域

①範囲

④地域的特性

⑤地域要因の
　将来予測

18.0  ｍ、　奥行　約 16.0  ｍ、　規模 290  ㎡程度、　形状

特記

事項

街

路

交通

施設

(5)鑑定評価の手法
   の適用

取引事例比較法

収益還元法

原価法

比準価格

収益価格

積算価格

560,000 円／㎡

452,000 円／㎡

／   円／㎡

(4)対象基準地の

個別的要因

(7)試算価格の調整
   ・検証及び鑑定
   評価額の決定の
   理由

公示価格

525,000 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

年間 半年間+10.7％ ％

101.8 ］

104.7［ ］ 100［ ］

100［ ］100

100

100

100

　修 正

別記様式第６ 鑑定評価書（令和 元 令和 元年 7月 8日　提出

宅地-1

0.0形状

　補正

台形

指
定
基
準
地

か
ら
の
検
討

540,000

⑥対象基準地
  の比準価格

(円／㎡)

① 指定基準地番号

西宮（県） -5

地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

0.0

0.0

-24.0

-4.0

0.0

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

⑦
内
訳

(9)

　要因の

　比較

　因の比

　較

前年指定基準地の価格

382,000 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

73.0 ］

103.1［ ］ 100［ ］

100［ ］100

100

100

100

　修 正 　補正

対
象
基
準
地
の
前

年
標
準
価
格
等
か

(10)

倍

[平成 31年 1月]

令和 元年 6月 24日 正常価格

令和 元年 7月 5日令和 元年 7月 1日

159,000,000鑑定評価額

(1)価格時点

(2)実地調査日

円 540,000 円／㎡１㎡当たりの価格

(4)鑑定評価日

(5)価格の種類
路線価又は倍率

400,000 円／㎡

１　基本的事項

(6)
路
線
価

倍率種別

(6)市場の特性 同一需給圏は、概ね芦屋市域を中心に阪神間の代替・競争関係にある路線商業地域等をその圏域と把握する。需要者の中心
は、地元に地縁のある事業者、広域的にチェーン展開を図る企業等であり、基準地が接面する国道２号沿いには沿道型店舗
等の進出が見られ、市街地再開発事業が進むＪＲ芦屋駅南側エリアに隣接することから、需要は強含みで推移している。市
場での実需の中心となる価格帯は規模などの画地条件等により千差万別であり、把握が困難である。

継続
①-1対象基準地の検討

①-2基準地が共通地点（代表標準地等と同一地
点）である場合の検討

芦屋（県） 2－5

開発法 開発法による価格 ／   円／㎡

芦屋（県） －5

基準地番号 提出先

2 兵庫県

所属分科会名

兵庫県第２分科会

業者名

印不動産鑑定士氏名

株式会社谷澤総合鑑定所　神戸支社

上原卓志


